
中部経済産業局委託 特許等取得活用支援事業

特許や商標など知財でお困りの中小企業等の皆様へ

窓口支援担当者がご相談に応じます。

高山会場

警告書が

商標って？ ブランド化
したい

中津川会場

各務原会場 商品化したい

警告書が
きた！！

－巡回知財無料相談－
開催時間：午後１時～午後４時

予約制で実施しますので、各会場の連絡先へ予約をお願いします。

●各務原会場：テクノプラザ５階●各務原会場 テクノプラザ 階
開催日：毎週火曜日

連絡先：岐阜県発明協会（℡ 058-370-8851）
●高 山 会 場：高山市役所 会議室

開催日：毎月 第２木曜日（予約は第１金曜日までにお願いします。）

連絡先：高山市市商工課（℡ 0577-35-3144）
●中津川会場：中津川商工会議所

開催日：毎月 第４木曜日（予約は第３金曜日までにお願いします。）

連絡先：中津川市工業振興課（℡ 0573-66-1111）

事業実施責任機関：一般社団法人 岐阜県発明協会事業実施責任機関：一般社団法人 岐阜県発明協会


